
○
総
務
省
令
第
九
号 

国
会
議
員
互
助
年
金
法
施
行
令
を
廃
止
す
る
等
の
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
七
十
三
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
国
会
議
員
互
助
年
金
法
施
行
令

（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八

号
）
（
恩
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
附
則
そ
の
他
恩
給
に
関
す
る
法
令

を
含
む
。
）
を
実
施
す
る
た
め
、
恩
給
給
与
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

　
　

令
和
八
年
一
月
三
十
日 

総
務
大
臣　

林　
　

芳
正　
　

 

　
　
　

恩
給
給
与
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

　

（
恩
給
給
与
細
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条　

恩
給
給
与
細
則
（
昭
和
二
十
八
年
総
理
府
令
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　
　

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標 

記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

  



 
  

改　

正　

後

改　

正　

前

  
  

　

（
恩
給
の
払
渡
方
法
の
届
出
） 

　

（
払
渡
金
融
機
関
の
名
称
等
の
届
出
） 

 

 

第
十
二
条　

請
求
者
は
、
恩
給
の
払
渡
し
の
方
法
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

第
十
二
条　

請
求
者
は
、
払
渡
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
そ
の
他
必
要
な
事
項
（
次
項
に
お

 

 

号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
総
務
省
に
差
し
出
す
こ
と
を
要
す
る
。 

い
て
「
払
渡
金
融
機
関
の
名
称
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
届
書
を
総
務
省
に
差
し
出
す
こ
と
を
要
す
る
。 

 

 

一　

公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三

［
新
設
］ 

 

 

年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係
る
口

 
 

 

座
（
以
下
「
公
金
受
取
口
座
」
と
い
う
。
）
へ
の
振
込
み
を
希
望
す
る
場
合　

個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け

 
 

 

る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第

 
 

 

二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

 
 

 

二　

公
金
受
取
口
座
以
外
の
口
座
へ
の
振
込
み
を
希
望
す
る
場
合　

払
渡
金
融
機
関
の
名
称
そ
の
他
の
必
要
な
事

 
 

 

項
（
以
下
「
払
渡
金
融
機
関
の
名
称
等
」
と
い
う
。
） 

 
 

 

三　

郵
便
貯
金
銀
行
（
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
九
十
四
条
に
規
定
す
る
郵
便
貯
金

 
 

 

銀
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
営
業
所
又
は
郵
便
局
（
簡
易
郵
便
局
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
三

 
 

 

号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
郵
便
窓
口
業
務
を
行
う
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
営
業
所
で
あ
つ
て
郵
便
貯
金
銀
行
を

 
 

 

所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
（
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す

 
 

 

る
銀
行
代
理
業
を
い
う
。
）
の
業
務
を
行
う
も
の
を
い
う
。
）
（
以
下
「
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
」
と
い

 
 

 

う
。
）
で
の
払
渡
し
を
希
望
す
る
場
合
（
口
座
へ
の
振
込
み
を
希
望
す
る
場
合
を
除
く
。
）　

払
渡
郵
便
貯
金

 
 

 

銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
（
以
下
「
払
渡
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
等
」
と

 
 

 

い
う
。
） 

 
 

 

２　

受
給
者
は
、
総
務
省
に
届
け
出
た
恩
給
の
払
渡
し
の
方
法
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
変
更
し
よ
う
と
す
る

２　

受
給
者
は
、
払
渡
金
融
機
関
の
名
称
等
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
書
を
総
務

 

 

と
き
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
総
務
省
に
差

省
に
差
し
出
す
こ
と
を
要
す
る
。 

 
 

 

し
出
す
こ
と
を
要
す
る
。

 

一　

公
金
受
取
口
座
へ
の
振
込
み　

個
人
番
号 

［
新
設
］ 

 

二　

公
金
受
取
口
座
以
外
の
口
座
へ
の
振
込
み　

払
渡
金
融
機
関
の
名
称
等 

 

 

三　

郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
で
の
払
渡
し
（
口
座
へ
の
振
込
み
を
除
く
。
）　

払
渡
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業

 

 

所
等
の
名
称
等 

 

 

３　

受
給
者
は
、
総
務
省
に
届
け
出
た
払
渡
金
融
機
関
の
名
称
等
又
は
払
渡
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
等

［
新
設
］ 

 

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
前
項
に
規
定
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
書
を
総
務
省
に

 

 

差
し
出
す
こ
と
を
要
す
る
。 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

　 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

第三号書式

　　　公務傷病による恩給を　　　　　　されたく、証拠書類を添えて請求します。

　　　総務大臣   殿

　　 　　年　　　月　　　日　

（フ リ ガ ナ）

請求者氏名

個 人 番 号
(マイナンバー)

退 職 年 月 日

退 職 当 時 の
階 級 ・ 官 職 名

郵便番号

　（電話番号　　　　　－　　　　　－　　　　　）

公 務 傷 病 に よ る 恩 給 請 求 書

年　　　　　　月　　　　　　日

現 住 所

           都道
           府県

給与
改定

第三号書式

　　　公務傷病による恩給を　　　　　　　されたく、証拠書類を添えて請求します。

　　　総務大臣   殿

　　 　　年　　　月　　　日　

（フ リ ガ ナ）

請求者氏名

退職年 月日

退 職 当 時の
階級・官職名

郵便番号

（電話番号 －　 － ）

公 務 傷 病 に よ る 恩 給 請 求 書

現 住 所

           都道
           府県

年　　　　　　月　　　　　　日

給与
改定

第一号書式

　　　　　普通恩給を給与されたく、証拠書類を添えて請求します。

　　　　　総務大臣   殿

　　 　　年　　　月　　　日　

（フ リ ガ ナ）

請求者氏名

個 人 番 号
( マイナンバー)

退 職 年 月 日

退 職 当 時 の
階 級 ・ 官 職 名

郵便番号

　　（電話番号　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　）

普　通　恩　給　請　求　書

　年　　　　　　月　　　　　　日

現 住 所

           都道
           府県

第一号書式

　　　　　普通恩給を給与されたく、証拠書類を添えて請求します。

　　　　　総務大臣   殿

　　 　　年　　　月　　　日　

（フ リ ガ ナ）

請求者氏名

退職年 月日

退 職当 時の
階級・官職名

郵便番号

（電話番号 －　 － ）

普　通　恩　給　請　求　書

現 住 所

           都道
           府県

　年　　　　　　月　　　　　　日



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

第四号書式

　　　下記恩給を給されていたところ、まだ傷病が回復していないから再審査

　　されたく、証拠書類を添えて請求します。

       総務大臣　殿

　　年　　　月　　　日

（フ リ ガ ナ）

請求者氏名

個 人 番 号
(マイナンバー)

恩 給 証 書
記 号 番 号

（電話番号　　　　　－　　　　　－　　　　　）

再　審　査　請　求　書

　　　　　　　　　　　　第　　　　　　　　　　　　　　号

現 住 所

郵便番号

           都道
           府県

第五号書式

　　加給の原因である家族の員数が　   　　　 したから、下記恩給を改定されたく、

 証拠書類を添えて請求します。

　　総務大臣   殿

                            　　　　　　年　　　月　　　日

 （フ リ ガ ナ）

 請求者氏名

恩 給 証 書
記 号 番 号

郵便番号

           都道
           府県

（電話番号    － － ）

　　　　　　　　　　　   　第　　　　　　　　　　　　　　号

公務傷病による恩給改定請求書

現 住 所

増加
減少

第五号書式

　　加給の原因である家族の員数が　　　　　    したから、下記恩給を改定されたく、

　　総務大臣　殿

                            　　　　年　　　月　　　日

 （フ リ ガ ナ）

 請求者氏名

個 人 番 号
(マイナンバー)

恩 給 証 書
記 号 番 号

　郵便番号

           都道
           府県

　　　　（電話番号　　　　　－　　　　　－　　　　　）

公務傷病による恩給改定請求書

 証拠書類を添えて請求します。

　　　　　　　　　　　   　第　　　　　　　　　　　　　　号

現 住 所

増加
減少

第四号書式

　　　下記恩給を給されていたところ、まだ傷病が回復していないから再審査

　　されたく、証拠書類を添えて請求します。

　　　総務大臣   殿

　　年　　　月　　　日

（フ リ ガ ナ）

請求者氏名

恩 給 証 書
記 号 番 号

（電話番号 － － ）

           府県

再　審　査　請　求　書

郵便番号

現 住 所

　　　　　　　　　　　　第　　　　　　　　　　　　　　号

           都道



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第七号書式

　　扶助料を給与されたく、証拠書類を添えて請求します。

　　総務大臣   殿

　　 　　年　　　月　　　日

 （フ リ ガ ナ）

請求者氏名

公 務 員 （ 旧
軍人等)氏名

死亡年月日 と の 続 柄

（電話番号　　　　　　　－　　　　　　　－　　　　　　　）

現 住 所

郵便番号

           都道
           府県

扶　助　料　請　求　書

年　　　　　月　　　　日

公 務 員

第八号書式

　  扶助料を給与されたく、証拠書類を添えて請求します。

　  総務大臣   殿

　　 　　年　　　月　　　日

（フ リ ガ ナ）

請求者氏名

前 扶 助 料
権 者 氏 名

失権年月日

都道
府県

（電話番号 　－   　－ ）

現 住 所

扶　助　料　請　求　書

郵便番号

請 求 者 の 公 務 員 （ 旧 軍 人 等 ） と の 続 柄

年　　　　　月　　　　　日

第七号書式

　　扶助料を給与されたく、証拠書類を添えて請求します。

　　総務大臣   殿

　年　　　月　　　日

（フ リ ガ ナ）
請求者氏名

個 人 番 号
(マイナンバー)

公 務 員 （ 旧
軍 人 等 ) 氏 名

死 亡 年 月 日 と の 続 柄

           都道
           府県

　　　　　　（電話番号　　　　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　　　　　　　）

扶　助　料　請　求　書

個 人 番 号
(マイナンバー)を
利 用 し た 情 報
取 得 の 同 意

私は、総務大臣が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

別表の主務省令で定める事務を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）第２条の２第１号

に規定する事務を処理するために限って、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令

（令和６年デジタル庁・総務省令第９号）第６条第２号に規定する市町村民税に関する情報及び

同条第３号に規定する年金給付関係情報について取得することに

□同意します。□同意しません。
※いずれかのチェック欄□に✔印を記入してください。

公 務 員

　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

現 住 所

郵便番号

第八号書式

　  扶助料を給与されたく、証拠書類を添えて請求します。

　  総務大臣   殿

　　　　　　　 　年　　　月　　　日

（フ リ ガ ナ）
請求者氏名

個 人 番 号
( マ イ ナ ン バ ー )

前 扶 助 料
権 者 氏 名

失 権 年 月 日

都道
府県

　　　　　　（電話番号　　　　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　　　　　　　）

扶　助　料　請　求　書

請 求 者 の 公 務 員 （ 旧 軍 人 等 ） と の 続 柄

現 住 所

郵便番号

個 人 番 号
(マイナンバー)を
利 用 し た 情 報
取 得 の 同 意

別表の主務省令で定める事務を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）第２条の２第１号

同条第３号に規定する年金給付関係情報について取得することに

私は、総務大臣が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に規定する事務を処理するために限って、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令

（令和６年デジタル庁・総務省令第９号）第６条第２号に規定する市町村民税に関する情報及び

□同意します。□同意しません。
※いずれかのチェック欄□に✔印を記入してください。　　　　　　　　　　

年　　　　　　月　　　　　　日



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第十一号書式

　　　扶助料証書を書き換えられたく、証拠書類を添えて請求します。

        総務大臣   殿

　　　 　年　　　月　　　日

（フ リ ガ ナ）

請求者氏名

失 権 し た 者
の 氏 名

失 権 年 月 日

 都道
 府県

（電話番号 　－ － ）

扶助料証書書換請求書

現 住 所

郵便番号

年　　　　月　　　　日

第九号書式

　    傷病者遺族特別年金を給与されたく、証拠書類を添えて請求します。

　    総務大臣    殿

　　　　年　　　月　　　日

（フ リ ガ ナ）

請求者氏名

公 務 員 （ 旧
軍 人 等 ) 氏 名

死 亡 年 月 日 と の 続 柄

 都道
 府県

（電話番号 　　－  　－ 　　）

傷病者遺族特別年金請求書

郵便番号

年　　　　　月　　　　日

公 務 員

現 住 所

第十一号書式

　　　扶助料証書を書き換えられたく、証拠書類を添えて請求します。

        総務大臣   殿

　　　 　年　　　月　　　日

（フ リ ガ ナ）

請求者氏名

失 権 し た 者
の 氏 名

※失権事由が婚姻の場合に記入してください。

失 権 年 月 日

 都道
 府県

（電話番号 　－ － ）

扶助料証書書換請求書

現 住 所

郵便番号

失権した 者の
個 人 番 号
(マイナンバー)

年　　　　月　　　　日

第九号書式

　    傷病者遺族特別年金を給与されたく、証拠書類を添えて請求します。

　    総務大臣　 殿

　　　　　　　　年　　　月　　　日

（フ リ ガ ナ）
請求者氏名

個 人 番 号
( マ イナンバー)

公 務 員 （ 旧
軍 人 等 ) 氏 名

死 亡 年 月 日 と の 続 柄

 都道
 府県

　　　　　　　（電話番号　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　）

公 務 員

　　年　　　　　　月　　　　　　日

現 住 所

　郵便番号

傷病者遺族特別年金請求書

個 人 番 号
(マイナンバー)を
利 用 し た 情 報
取 得 の 同 意

私は、 総務大臣が 行政手続における特定の 個人を識別するための 番号の利用等に関する法律

別表の 主務省令で定め る事務を 定める命令（ 平成26年内閣府・ 総務省令第５号） 第２条の ２第１号

に 規 定 す る 事 務 を 処 理 す る た め に 限 っ て 、 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の

番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 第 十 九 条 第 八 号 に 基 づ く 利 用特 定個 人情 報の 提供 に 関 する 命令

（ 令和６年デジ タル 庁・ 総務 省令 第９ 号） 第６ 条第 ２号 に 規 定す る市 町村 民税 に 関 する 情報 及び

同条第３号に規定する年金給付関係情報について取得することに

□同意します。□同意しません。
※いずれかのチェック欄□に✔印を記入してください。



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第十三号書式  

　　　下記扶助料を改定されたく、証拠書類を添えて請求します。

　　　総務大臣   殿

（フ リ ガ ナ）

請求者氏名

扶 助 料 証 書
記 号 番 号

第 号

 都道
 府県

（電話番号　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　）

現 住 所

加算に関する扶助料改定請求書

郵便番号

　　　　　　　　　　 　年　　　月　　　日

第十三号書式  

　　　下記扶助料を改定されたく、証拠書類を添えて請求します。

　　　総務大臣   殿

（フ リ ガ ナ）

請求者氏名

個 人 番 号
(マイナンバー)

扶 助 料 証 書
記 号 番 号

第 号

 都道
 府県

（電話番号　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　）

加算に関する扶助料改定請求書

　　　　　　　　　　 　年　　　月　　　日

現 住 所

郵便番号

第十四号書式

       下記扶助料権者は所在が不明であるから、扶助料を停止されたく証拠書類

    を添えて申請します。

       総務大臣　殿

　　 　　年　　　月　　　日

（フ リ ガ ナ）

申請者氏名

扶助 料権者
氏 名

所 在 不 明
と な っ た 日

年　　　　　月　　　　　日

扶助料停止申請書

申 請 者 の 公 務 員 と の 続 柄

第十四号書式

       下記扶助料権者は所在が不明であるから、扶助料を停止されたく証拠書類

    を添えて申請します。

       総務大臣　殿

　　 　　年　　　月　　　日

（フ リ ガ ナ）

申請者氏名

個 人 番 号
(マイナンバー)

扶 助 料 権 者
氏 名

所 在 不 明
と な っ た 日

扶助料停止申請書

申 請 者 の 公 務 員 と の 続 柄

年　　　　　月　　　　　日



                  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第十五号書式

　　 総務大臣  殿

　　 　　年　　　月　　　日

（フ リ ガ ナ）

請求者氏名

扶助料権者
氏 名

停 止 事 由

都道
府県

（電話番号　　　　　　－ 　　－ 　　　　　）

現 住 所

郵便番号

扶助料転給請求書

　 下記扶助料権者の扶助料の停止期間中扶助料を転給されたく、証拠書類を
添えて請求します。

　（次の該当する番号に○印をつけてください。）

　　 (1)  ３年以下の拘禁刑又は令和４年改正前の刑法の懲役若し

　　　　くは禁錮
こ

に処せられたこと。

 　　(2)　１年以上所在不明であること。

 　　(3)　６０歳未満の夫であること。

請 求 者 の 公 務 員 と の 続 柄

第十六号書式

　　　一時扶助料を給与されたく、証拠書類を添えて請求します。

　　　総務大臣   殿

　　 　　年　　　月　　　日

（フ リ ガ ナ）

請求者氏名

公務員（旧軍
人 等 ） 氏 名

公 務 員

死 亡年 月日 と の 続 柄

－ － ）

一時扶助料請求書

年　　　月　　　日

現 住 所

郵便番号

           都道
           府県

（電話番号

第十五号書式

　　  下記扶助料権者の扶助料の停止期間中扶助料を転給されたく、証拠書類を

　 添えて請求します。

　　  総務大臣　殿

　　　　年　　　月　　　日

（フ リ ガ ナ）
請求者氏名

個 人 番 号
( マ イ ナ ンバ ー)

扶 助 料 権 者
氏 名

停 止 事 由

都道
府県

（電話番号　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　）

現 住 所

　郵便番号

個 人 番 号
(マイナンバー)を
利 用 し た 情 報
取 得 の 同 意

扶助料転給請求書

　（次の該当する番号に○印をつけてください。）

　　 (1)  ３年以下の拘禁刑又は令和４年改正前の刑法の懲役若し

　　　　くは禁錮
こ

に処せられたこと。

 　　(2)　１年以上所在不明であること。

 　　(3)　６０歳未満の夫であること。

請 求 者 の 公 務 員 と の 続 柄

※いずれかのチェック欄□に✔印を記入してください。

私は、総務大臣が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

別表の主務省令で定める事務を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）第２条の２第１号

に規定する事務を処理するために限って、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令

（令和６年デジタル庁・総務省令第９号）第６条第２号に規定する市町村民税に関する情報及び

同条第３号に規定する年金給付関係情報について取得することに

□同意します。□同意しません。

第十六号書式

　　　一時扶助料を給与されたく、証拠書類を添えて請求します。

　　　総務大臣   殿

　　　　年　　　月　　　日

（フ リ ガ ナ）
請求者氏名

個 人 番 号
( マ イ ナ ン バ ー )

公 務 員 （ 旧 軍
人 等 ） 氏 名

公 務 員

死 亡 年 月 日 と の 続 柄

           　　　　都道
           　　　　府県

　　　（電話番号　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　）　

一時扶助料請求書

　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

現 住 所

郵便番号

私は、総務大臣が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

別表の主務省令で定める事務を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）第２条の２第１号

に規定する事務を処理するために限って、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令

（令和６年デジタル庁・総務省令第９号）第６条第２号に規定する市町村民税に関する情報及び

同条第３号に規定する年金給付関係情報について取得することに

個 人 番 号
(マイナンバー)を
利 用 し た 情 報
取 得 の 同 意

□同意します。□同意しません。
※いずれかのチェック欄□に✔印を記入してください。



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第四十号書式

　　　　　恩給の請求及び支給の請求については、（　　氏　　　　　名　　）　　　　　

　　　 を次の者全員の総代者とします。

　　　　　（次の欄は、各自が記入してください。）

総 代 者
氏 名

公 務 員
と の 続 柄

同 順 位 者 甲
氏 名

公 務 員
と の 続 柄

同 順 位 者 甲 の
個 人 番 号
( マ イ ナ ン バ ー )

同順位者甲本人の署名

同 順 位 者 乙
氏 名

公 務 員
と の 続 柄

同 順 位 者 乙 の
個 人 番 号
( マ イ ナ ン バ ー )

同順位者乙本人の署名

同 順 位 者 甲 の
個 人 番 号
(マイナンバー)を
利 用 し た 情 報
取 得 の 同 意

私は、総務大臣が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

別表の主務省令で定める事務を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）第２条の２第１号

に 規 定 す る 事 務 を 処理 す る ため に限 って 、 行 政手 続に おけ る特 定の 個人 を識 別す るため の

番号の 利用等に 関する 法律第十九条第八号に 基づく利用特定個人情報の 提供に関する命令

（令和６年デジタル庁・総務 省令 第９号）第６条第２号 に規定する市町村民税に関する情報及び

同条第３号に規定する年金給付関係情報について取得することに同意します。

同 順 位 者 乙 の
個 人 番 号
(マイナンバー)を
利 用 し た 情 報
取 得 の 同 意

私は、総務大臣が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

別表の主務省令で定める事務を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）第２条の２第１号

に 規 定 す る 事 務 を 処理 す る ため に限 って 、 行 政手 続に おけ る特 定の 個人 を識 別す るため の

番号の 利用等に 関する 法律第十九条第八号に 基づく利用特定個人情報の 提供に関する命令

（令和６年デジタル庁・総務 省令 第９号）第６条第２号 に規定する市町村民税に関する情報及び

同条第３号に規定する年金給付関係情報について取得することに同意します。

総　代　者　選　任　届

年　　　　　月　　　　　日

第三十八号書式

　　退職共済年金

旧地方公務員等共済組合法 　　障害年金

年　　　金　　　制　　　度 年　　　金　　　の　　　種　　　類

恩給法 　　普通恩給

旧国家公務員共済組合法 障害共済年金

（旧公共企業体（三公社）を含む。） 　　退職年金 減額退職年金

申立者氏名

傷病者遺族特別年金の請求に関する申立書

　　  私は、公務員（旧軍人）が下の表の年金を受けていなかったこと

　  を申し立てます。

年　　　　　月　　　　　日

第三十八号書式

　　退職共済年金

傷病者遺族特別年金の請求に関する申立書

年　　　　　月　　　　　日

　　　私は、公務員（旧軍人等）が下の表の年金を受けていなかったこと

　  を申し立てます。

旧地方公務員等共済組合法 　　障害年金

申立者氏名

年　　　金　　　制　　　度 年　　　金　　　の　　　種　　　類

恩給法 　　普通恩給

旧国家公務員共済組合法 障害共済年金

（旧公共企業体（三公社）を含む。） 　　退職年金 減額退職年金

第四十号書式

　　　　　恩給の請求及び支給の請求については、（　　氏　　　　　名　　）

氏　　　名
公 務 員
と の 続 柄

氏　　　名
公 務 員
と の 続 柄

氏　　　名
公 務 員
と の 続 柄

総　代　者　選　任　届

　　　  を次の者全員の総代者とします。

年　　　　　月　　　　　日

（次の欄に各自が氏名及び続柄を記入してください。）



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                 

備
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表
中
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］
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記
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定
の
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付
し
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標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

第四十一号書式

　　フ リ ガ ナ

加 給 の 原 因
と な る 家 族 の
個 人 番 号
( マ イ ナ ン バ ー )

加給の原因となる家族本人の署名

 （次の該当する番号に○印をつけてください。）

　　　　　 　(1)　同居している。

　　 この家族は、公務員（私）と

　　　 　　　(2)　別居している。

 （(2)に○印をつけた方は、下の〔　　〕欄に公務員との間の生活上の依存関係
 （仕送りなど）について具体的に記入してください。）

　　　　上記のとおり申し立てます。

　　　年　　　　　月　　　　　日

申立者氏名

加給の原因となる家族の生計関係申立書

加 給 の 原 因

と な る 家 族

の 氏 名

加給の原因となる

家 族 の 個 人 番 号

( マイナンバー )を

利 用 し た 情 報

取 得 の 同 意

私は、総務大臣が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

別表の主務省令で定める事務を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）第２条の２第１号

に規 定 する事 務を 処理 す るため に限 って、行 政手 続に おけ る特 定の 個人 を識別するための

番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令

（令和６年デジタル庁・総務省令第９号）第６条第２号に規定する市町村民税に関する情報及び

同条第３号に規定する年金給付関係情報について取得することに同意します。

第四十一号書式

　　フ リ ガ ナ

 （次の該当する番号に○印をつけてください。）

     この家族は、公務員（私）と

 （(2)に○印をつけた方は、下の〔　　〕欄に公務員との間の生活上の依存関係

申立者氏名

 （仕送りなど）について具体的に記入してください。）

　　　　上記のとおり申し立てます。

　　　年　　　　　月　　　　　日

(1)　同居している。

(2)　別居している。

加給の原因となる家族の生計関係申立書

加 給 の 原 因

と な る 家 族

の 氏 名

第四十三号書式

　
  フ リ ガ ナ

加給（加算）の原因となる遺族本人の署名

 （次の該当する番号に○印をつけてください。）

　　　　　　　　 　(1)　同居していた。
　　 この遺族は、公務員の死亡当時、公務員と

　　　　　　　　 　(2)　別居していた。

 （(2)に○印をつけた方は、下の〔　　〕欄に公務員との間の生活上の依存関係

 （仕送りなど）について具体的に記入してください。）

 （次の該当する番号に○印をつけてください。）

　　　　　　(1)　同居している。
　　 この遺族は、現在、請求者と

　　　　　　(2)　別居している。

 （(2)に○印をつけた方は、下の〔　　〕欄に請求者との間の生活上の依存関係

 （仕送りなど）について具体的に記入してください。）

加給（加算）の原因となる遺族の生計関係申立書

加 給 （ 加 算 ） の
原 因 と な る
遺 族 の 氏 名

公 務 員

と の 続 柄

　　　　上記のとおり申し立てます。

　　　年　　　　　月　　　　　日

申立者氏名

加 給 （ 加 算 ） の
原 因 と な る
遺 族の 個人 番号
( マ イ ナ ン バ ー )

加 給 （ 加 算 ） の
原因となる遺族の
個 人 番 号
(マイナン バー)を
利 用 し た 情 報
取 得 の 同 意

私は、 総務大臣が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

別表の主務省令で定め る事務を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）第２条の２第１号

に 規 定 す る 事 務 を 処 理 す る ため に 限 っ て 、 行 政 手 続 に お け る 特 定の 個 人 を 識 別 す る た め の

番 号 の 利用 等 に 関 する 法律 第 十 九 条 第八 号に 基づく 利 用特 定個 人情報の 提供に 関 する 命令

（令和６年デジタル庁・総務 省令 第９ 号） 第６ 条第 ２号 に規 定す る市 町村 民税 に 関する 情報 及び

同条第３号に規定する年金給付関係情報について取得することに同意します。

第四十三号書式

　
  フ リ ガ ナ

 （次の該当する番号に○印をつけてください。）

　　 この遺族は、公務員の死亡当時、公務員と

  （次の該当する番号に○印をつけてください。）

 (1)　同居している。

　　 この遺族は、現在、請求者と

 (2)　別居している。

  （(2)に○印をつけた方は、下の〔　　〕欄に請求者との間の生活上の依存関係

  （仕送りなど）について具体的に記入してください。）

　　  　(1)　同居していた。

　　  　(2)　別居していた。

加給（加算）の原因となる遺族の生計関係申立書

加給（加算）
の原因となる
遺族の 氏名

公 務 員

と の 続 柄

申立者氏名

 （(2)に○印をつけた方は、下の〔　　〕欄に公務員との間の生活上の依存関係

 （仕送りなど）について具体的に記入してください。）

　　　　上記のとおり申し立てます。

　　　年　　　　　月　　　　　日



　

（
旧
軍
人
等
の
遺
族
に
対
す
る
恩
給
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
給
す
べ
き
扶
助
料
又
は
改
定
す
べ
き

扶
助
料
の
請
求
手
続
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
） 

第
二
条　

旧
軍
人
等
の
遺
族
に
対
す
る
恩
給
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
給
す
べ
き
扶
助
料
又
は
改
定
す

べ
き
扶
助
料
の
請
求
手
続
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
一
年
総
理
府
令
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

　
　

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

 

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

 



 
  

改　

正　

後

改　

正　

前

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第五号書式

　
  フ リ ガ ナ

加 給 の 原 因
と な る 遺 族 の
個 人 番 号
( マ イ ナ ン バ ー )

加給の原因となる遺族本人の署名

   （次の該当する番号に○印をつけてください。）
　　　　　 (1)　同居していた。

　　  この遺族は、公務員（旧軍人等）死亡当時、公務員と
　　　　　 (2)　別居していた。

   （(2)に○印をつけた方は、下の〔　　〕欄に公務員との間の生活上の依存関係
   （仕送りなど）について具体的に記入してください。）

   （次の該当する番号に○印をつけてください。）

(1)　同居している。
　　  この遺族は、現在、請求者と

(2)　別居している。

   （(2)に○印をつけた方は、下の〔　　〕欄に請求者との間の生活上の依存関係
   （仕送りなど）について具体的に記入してください。）

　　　　上記のとおり申し立てます。

　　　年　　　　　月　　　　　日

申立者氏名

（令和６年デジタル庁・総務省令第９号）第６条第２号に規定する市町村民税に関する情報及び

同条第３号に規定する年金給付関係情報について取得することに同意します。

加給の原因となる

遺族の個人番号

(マイナンバー)を

利 用 し た 情 報

取 得 の 同 意

私は、総務大臣が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

別表の主務省令で定める事務を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）第２条の２第１号

に規定する事務を処理するために限って、行政手続に おける特定の 個人を識別するための

番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令

加給の原因となる遺族の生計関係申立書

加 給 の 原 因

と な る 遺 族

の 氏 名

公 務 員

と の 続 柄

第五号書式

　
  フ リ ガ ナ

  （次の該当する番号に○印をつけてください。）

　　　(1)　同居していた。

　　　この遺族は、公務員（旧軍人等）死亡当時、公務員と

　　　(2)　別居していた。

  （(2)に○印をつけた方は、下の〔　　〕欄に公務員との間の生活上の依存関係
  （仕送りなど）について具体的に記入してください。）

 （次の該当する番号に○印をつけてください。）

　　(1)　同居している。

　　　 この遺族は、現在、請求者と

　　(2)　別居している。

 　 （(2)に○印をつけた方は、下の〔　　〕欄に請求者との間の生活上の依存関係
 　 （仕送りなど）について具体的に記入してください。）

申立者氏名

　　　　上記のとおり申し立てます。

　　　年　　　　　月　　　　　日

加給の原因となる遺族の生計関係申立書

加給の 原因

と な る 遺 族

の 氏 名

公 務 員

と の 続 柄



　

（
国
会
議
員
互
助
年
金
法
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
等
の
省
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
国
会
議
員
互
助
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条　

国
会
議
員
互
助
年
金
法
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
等
の
省
令
（
平
成
十
八
年
総
務
省
令
第
四
十
九
号
）
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
国
会
議
員
互

助
年
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
総
理
府
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　
　

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標 

記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

       



 
  

改　

正　

後

改　

正　

前

  
  

　

（
互
助
年
金
の
払
渡
方
法
の
届
出
） 

　

（
払
渡
金
融
機
関
の
名
称
等
の
届
出
） 

 

 

第
八
条　

請
求
者
は
、
互
助
年
金
の
払
渡
し
の
方
法
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

第
八
条　

請
求
者
は
、
払
渡
金
融
機
関
の
名
称
及
び
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
そ
の
他
必
要
な
事
項
（
次
項
に
お
い

 

 

各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
総
務
省
に
提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
。 

て
「
払
渡
金
融
機
関
の
名
称
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
届
書
を
総
務
省
に
提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
。 

 

 

一　

公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三

［
新
設
］ 

 

 

年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係
る
口

 
 

 

座
（
以
下
「
公
金
受
取
口
座
」
と
い
う
。
）
へ
の
振
込
み
を
希
望
す
る
場
合　

個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け

 
 

 

る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第

 
 

 

二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

 
 

 

二　

公
金
受
取
口
座
以
外
の
口
座
へ
の
振
込
み
を
希
望
す
る
場
合　

払
渡
金
融
機
関
の
名
称
そ
の
他
の
必
要
な
事

 
 

 

項
（
以
下
「
払
渡
金
融
機
関
の
名
称
等
」
と
い
う
。
） 

 
 

 

三　

郵
便
貯
金
銀
行
（
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
九
十
四
条
に
規
定
す
る
郵
便
貯
金

 
 

 

銀
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
営
業
所
又
は
郵
便
局
（
簡
易
郵
便
局
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
三

 
 

 

号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
郵
便
窓
口
業
務
を
行
う
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
営
業
所
で
あ
つ
て
郵
便
貯
金
銀
行
を

 
 

 

所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
（
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す

 

 

る
銀
行
代
理
業
を
い
う
。
）
の
業
務
を
行
う
も
の
を
い
う
。
）
（
以
下
「
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
」
と
い

 

 

う
。
）
で
の
払
渡
し
を
希
望
す
る
場
合
（
口
座
へ
の
振
込
み
を
希
望
す
る
場
合
を
除
く
。
）　

払
渡
郵
便
貯
金

 

 

銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
（
以
下
「
払
渡
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
等
」
と

 

 

い
う
。
） 

 

 

２　

受
給
者
は
、
総
務
省
に
届
け
出
た
互
助
年
金
の
払
渡
し
の
方
法
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
変
更
し
よ
う
と

２　

受
給
者
は
、
払
渡
金
融
機
関
の
名
称
等
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
書
を
総
務

 

す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
総
務
省

省
に
提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
。 

 
 

 

に
提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

 

一　

公
金
受
取
口
座
へ
の
振
込
み　

個
人
番
号 

［
新
設
］ 

 

二　

公
金
受
取
口
座
以
外
の
口
座
へ
の
振
込
み　

払
渡
金
融
機
関
の
名
称
等 

 

 

三　

郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
で
の
払
渡
し
（
口
座
へ
の
振
込
み
を
除
く
。
）　

払
渡
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業

 

 

所
等
の
名
称
等 

 

 

３　

受
給
者
は
、
総
務
省
に
届
け
出
た
払
渡
金
融
機
関
の
名
称
等
又
は
払
渡
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
の
名
称
等

［
新
設
］

 

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
前
項
に
規
定
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
書
を
総
務
省
に

 

提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
。 

 
 

 
 

 
    



                                      

第一号書式（第二条関係）

            普通退職年金を裁定されたく、証拠書類を添えて請求します。

            総務大臣   殿

                                    　　　　 　年         月         日

          （フ リ ガ ナ）

　　　    請求者氏名

個 人 番 号
(マイナンバー)

退 職 当 時 の
所 属 議 院

                        都道

                        府県

普通退職年金請求書

国 会 議 員
退 職 年 月 日

年         月         日

    （次の該当する番号に○印をつけてください。）
                     １     衆議院                       ２    参議院

現 住 所

   郵便番号

 　　　　　　　　　（電話番号               －               －               ）

第二号書式（第二条関係）

            公務傷病年金を裁定されたく、証拠書類を添えて請求します。

            総務大臣   殿

                         　　  　       年         月         日

          （フ リ ガ ナ）

　　　    請求者氏名

個 人 番 号
(マイナンバー)

退 職 当 時 の
所 属 議 院

                        都道

                        府県

公務傷病年金請求書

国 会 議 員
退 職 年 月 日

年         月         日

    （次の該当する番号に○印をつけてください。）
                     １     衆議院                       ２    参議院

現 住 所

   郵便番号

 　　　　　　　　（電話番号               －               －               ）

第二号書式（第二条関係）

           公務傷病年金を裁定されたく、証拠書類を添えて請求します。

           総務大臣   殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年         月         日

          （フ リ ガ ナ）

　　　    請求者氏名

退職 当 時 の
所 属 議 院

                        都道

                        府県現 住 所

   郵便番号

 　　　　　　　（電話番号               －               －               ）

国 会 議 員
退 職 年 月 日 　　         年         月         日

    （次の該当する番号に○印をつけてください。）
                     １     衆議院                       ２    参議院

公務傷病年金請求書

第一号書式（第二条関係）

           普通退職年金を裁定されたく、証拠書類を添えて請求します。

           総務大臣   殿

                         　　　　　　　　 年         月         日

          （フ リ ガ ナ）

　　　    請求者氏名

退職当 時の
所 属 議 院

                        都道

                        府県

普通退職年金請求書

国 会 議 員
退 職 年 月 日

年         月         日

    （次の該当する番号に○印をつけてください。）
                     １     衆議院                       ２    参議院

現 住 所

   郵便番号

 　　　　　　　　　（電話番号               －               －               ）



                                      

第六号書式（第二条関係）

            遺族扶助年金を裁定されたく、証拠書類を添えて請求します。

            総務大臣   殿

                              　　　　　    年         月         日

            （フ リ ガ ナ）

　　　     請求者氏名

          年         月        日　

   郵便番号

                        都道
                        府県

　　　　　　　　 （電話番号                －            －               ）

現 住 所

遺族扶助年金請求書

死 亡 年 月 日

国 会 議 員
と の 続 柄

国 会 議 員 の 氏 名

第六号書式（第二条関係）

            遺族扶助年金を裁定されたく、証拠書類を添えて請求します。

            総務大臣   殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年         月         日
                              　　    　　         

           （フ リ ガ ナ）
　　　    請求者氏名

        年   　 　  　　   月      　　　　  日　

   郵便番号

                       　　　　　　　 　　　　都道
                       　　　　　 　　　　　　府県

       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号     　 　　          －      　　　　　　     －        　　　 　      ）

国 会 議 員
と の 続 柄

死 亡 年 月 日

現 住 所

個 人 番 号
( マ イ ナ ン バ ー )

個 人 番 号
(マイナンバー )を
利 用 し た 情 報
取 得 の 同 意

国 会 議 員 の 氏 名

私は、総務大臣が行政手続における特定の個人を識別するための 番号の利 用等に関 する 法律

別表の主務省令で定める事務を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）第60条の２第１号

に 規 定 す る 事 務を 処 理 す る た め に 限 っ て 、 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を識 別 す る た め の

番号の 利 用 等に 関 する 法 律第 十 九条 第八 号に 基づ く利 用特 定 個人 情 報の 提供 に 関 す る 命令

（令和６年デジタ ル庁・ 総務省令第９号） 第149 条第２号に規 定す る市 町村民税に関 する 情報 及び

同条第３号に規定する年金給付関係情報について取得することに

□同意します。□同意しません。
※いずれかのチェック欄□に✔印を記入してください。

遺族扶助年金請求書

第七号書式（第二条関係）

            遺族扶助年金を裁定されたく、証拠書類を添えて請求します。

総務大臣   殿

                      　　　　　　　　             　　　年         月         日　　       

           （フ リ ガ ナ）
　　　    請求者氏名

   郵便番号

                      　　　　　  都道
                        　　　　　府県

    　　 　　　　　　　　　　　　（電話番号　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　）

現 住 所

個 人 番 号
( マ イ ナ ン バ ー )

個 人 番 号
(マイ ナンバー)を
利 用 し た 情 報
取 得 の 同 意

私は、総務大臣が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

別表の主務省令で定める事務を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）第60条の２第１号

※いずれかのチェック欄□に✔印を記入してください。

請 求 者 の 国 会 議 員 と の 続 柄

前 遺 族 扶 助
年 金 権 者 氏 名

失 権 年 月 日 年　　 　        月　 　　       日

に規定する事務を処理するため に限って、行政手続におけ る特定の 個人を識別するた めの

番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令

（令和６年デジタル庁・総務省令第９号）第149条第２号に規定する市町村民税に関する情報及び

同条第３号に規定する年金給付関係情報について取得することに

□同意します。□同意しません。

遺族扶助年金請求書

第七号書式（第二条関係）

            遺族扶助年金を裁定されたく、証拠書類を添えて請求します。

            総務大臣   殿

                              　　　        年         月         日

          （フ リ ガ ナ）

　　　    請求者氏名

   郵便番号

                        都道
                        府県

    　　      （電話番号               －               －              ）

請 求 者 の 国 会 議 員 と の 続 柄

失 権 年 月 日

現 住 所

 年　         月　        日

前 遺 族 扶 助
年 金 権 者 氏 名

遺族扶助年金請求書



                                      

第九号書式（第二条関係）

            互助年金証書を書き換えられたく、証拠書類を添えて請求します。

            総務大臣   殿

                                    　　   年         月         日

          （フ リ ガ ナ）

　　　    請求者氏名

失 権 し た
者 の 氏 名

失 権 年 月 日

                        都道

                        府県

互助年金証書書換請求書

   郵便番号

  （電話番号               －               －               ）

現 住 所

年    　      月      　   日

第十号書式（第二条関係）

           下記遺族扶助年金権者は所在が不明であるから、遺族扶助年金を停止

　　　　されたく、証拠書類を添えて申請します。

            総務大臣　殿

                              　　    　　 年         月         日

          （フ リ ガ ナ）

          申請者氏名

申 請 者 の 国 会 議 員 と の 続 柄

遺族扶助年金停止申請書

所 在 不 明
と な っ た 日

　　 　         年　         月　        日

遺 族 扶 助 年
金 権 者 氏 名

第十号書式（第二条関係）

　　　　下記遺族扶助年金権者は所在が不明であるから、遺族扶助年金を停止

　　　されたく、証拠書類を添えて申請します。

　　　　総務大臣　殿

                              　　            年         月         日

          （フ リ ガ ナ）

          申請者氏名

遺族扶助年金停止申請書

申 請 者 の 国 会 議 員 と の 続 柄

遺 族 扶 助 年
金 権 者 氏 名

所 在 不 明
と な っ た 日

　　 　         年　         月　        日

個 人 番 号
( マ イ ナ ン バ ー)

第九号書式（第二条関係）

            互助年金証書を書き換えられたく、証拠書類を添えて請求します。

            総務大臣   殿

                                    　　         　　　年         月         日

          （フ リ ガ ナ）

　　　    請求者氏名

失 権 し た
者 の 氏 名

※失権事由が婚姻の場合に記入してください。

失 権 年 月 日

                        都道

                        府県

年    　      月      　   日

現 住 所

   郵便番号

 　　　　 　　　（電話番号　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　）

失 権 し た 者 の
個 人 番 号
( マ イ ナ ン バ ー )

互助年金証書書換請求書



                                     

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

第十一号書式（第二条関係）

            下記遺族扶助年金権者の遺族扶助年金の停止期間中遺族扶助年金を

　　　　転給されたく、証拠書類を添えて請求します。

            総務大臣   殿

                               　　   　　  年         月         日

          （フ リ ガ ナ）

　　　    請求者氏名

　（次の該当する番号に○印をつけてください。）

　(2) 　 １年以上所在不明であること。

　(3) 　 60歳未満の夫であること。

   郵便番号

                        都道

                        府県

          　　　（電話番号               －               －               ）

請 求 者 の 国 会 議 員 と の 続 柄

遺族扶助年金転給請求書

現 住 所

遺 族 扶 助 年 金
権 者 氏 名

停 止 事 由

　(1) 　 ３年以下の拘禁刑又は令和４年改正前の刑法の懲役若しくは

　　 禁錮
こ

に処せられたこと。

第十四号書式（第二条関係）

　　　の裁定の請求及び支給の請求については、

　　　　 （　　　　氏　　　　名　　　　）を次の者全員の総代者とします。

氏　　　名
国 会 議 員
と の 続 柄

氏　　　名
国 会 議 員
と の 続 柄

氏　　　名
国 会 議 員
と の 続 柄

総　代　者　選　任　届

年　　　　　月　　　　　日

　　　　（次の欄に各自が氏名及び続柄を記入してください。）

互 助 年 金

互 助 一 時 金

第十四号書式（第二条関係）

　　　　　互助年金の裁定の請求及び支給の請求については、

　　　　（　　　　氏　　　　名　　　　）を次の者全員の総代者とします。

総 代 者
氏 名

国 会 議 員
と の 続 柄

同 順 位 者 甲
氏 名

国 会 議 員
と の 続 柄

同 順 位 者 甲 の
個 人 番 号
( マ イ ナ ン バ ー )

同順位者甲本人の署名

同 順 位 者 乙
氏 名

国 会 議 員
と の 続 柄

同 順 位 者 乙 の
個 人 番 号
( マ イ ナ ン バ ー )

同順位者乙本人の署名

同 順 位 者 乙 の
個 人 番 号
(マイナン バー)を
利 用 し た 情 報
取 得 の 同 意

私は、総務大臣が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

別表の主務省令で定める事務を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）第60条の２第１号

に規定する事務を処理するために限って、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令

（令和６年デジタル庁・総務省令第９号）第149条第２号に規定する市町村民税に関する情報及び

同条第３号に規定する年金給付関係情報について取得することに同意します。

総　代　者　選　任　届

　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　　（次の欄は、各自が記入してください。）

同 順 位 者 甲 の
個 人 番 号
(マイナン バー)を
利 用 し た 情 報
取 得 の 同 意

私は、総務大臣が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

別表の主務省令で定める事務を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）第60条の２第１号

に規定する事務を処理するために限って、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令

（令和６年デジタル庁・総務省令第９号）第149条第２号に規定する市町村民税に関する情報及び

同条第３号に規定する年金給付関係情報について取得することに同意します。

第十一号書式（第二条関係）

　　 下記遺族扶助年金権者の遺族扶助年金の停止期間中遺族扶助年金を
　転給されたく、証拠書類を添えて請求します。

 　　総務大臣   殿

　　　　　　　年         月         日

           （フ リ ガ ナ）
　　　    請求者氏名

　（次の該当する番号に○印をつけてください。）

　(2) 　 １年以上所在不明であること。

　(3) 　 60歳未満の夫であること。

   郵便番号

                      　　　  都道

                     　　　   府県

     　　　　　　 　　（電話番号　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　）

遺族扶助年金転給請求書

遺 族 扶 助 年 金
権 者 氏 名

停 止 事 由

　(1) 　 ３年以下の拘禁刑又は令和４年改正前の刑法の懲役若しくは

　　 禁錮
こ

に処せられたこと。

※いずれかのチェック欄□に✔印を記入してください。

現 住 所

個 人 番 号
( マイ ナ ン バ ー )

個 人 番 号
(マイナンバー)を
利 用 し た 情 報
取 得 の 同 意

私は、総務大臣が行 政手続に おけ る特定の 個人を識別す るた めの 番号の利 用等に関 する 法律

別表の主務省令で定める事務を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第５ 号）第60条の ２ 第１ 号

に 規 定 す る 事 務 を処 理 す る た め に 限 っ て 、 行 政 手 続に お け る 特 定 の 個 人 を識 別 す る た め の

番号の 利用 等に 関する 法 律 第十 九条 第 八 号に 基 づ く 利 用特 定 個 人情 報の 提供 に 関 する 命 令

（令和６ 年デジタ ル庁・総務省令第９ 号）第149条第 ２号に規定す る市 町村民税に関する 情報及び

同条第３号に規定する年金給付関係情報について取得することに

□同意します。□同意しません。

請 求 者 の 国 会 議 員 と の 続 柄
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第一号書式

　　　 特例傷病恩給を　　　　　　されたく、証拠書類を添えて請求します。

　　　 総務大臣   殿

　　　　　　年　　　月　　　日

（フ リ ガ ナ）

請求者氏名

個 人 番 号
(マイナンバー)

退 職 年 月 日

退 職 当 時 の
階 級

郵便番号

　　（電話番号　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　）

           府県

現 住 所

特例傷病恩給請求書

年　　　　　　月　　　　　　日

           都道

給与
改定

第一号書式

          特例傷病恩給を　　　　　　されたく、証拠書類を添えて請求します。

          総務大臣   殿

　　　　　　年　　　月　　　日

（フ リ ガ ナ）

請求者氏名

退 職 年 月 日

退 職 当 時 の
階 級

郵便番号

（電話番号 － － ）

年　　　　　　月　　　　　　日

現 住 所

特例傷病恩給請求書

           都道
           府県

給与
改定



                    

第三号書式

　
    フ リ ガ ナ

加 給 の 原 因
と な る 家 族 の
個 人 番 号
( マ イ ナ ン バ ー )

加給の原因となる家族本人の署名

  （次の該当する番号に○印をつけてください。）

　　　　　　(1)　同居している。
　　 この家族は、公務員（私）と

　　　　　　(2)　別居している。

  （(2)に○印をつけた方は、下の〔　　〕欄に公務員との間の生活上の依存関係

加給の原因となる
家族の個人番号
(マイナンバー)を
利 用 し た 情 報
取 得 の 同 意

別表の主務省令で定める事務を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）第２条の２第１号

に規定する事務を処理するために限って、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令

（令和６年デジタル庁・総務省令第９号）第６条第２号に規定する市町村民税に関する情報及び

同条第３号に規定する年金給付関係情報について取得することに同意します。

加給の原因となる家族の生計関係申立書

加 給 の 原 因
と な る 家 族
の 氏 名

私は、総務大臣が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

  （仕送りなど）について具体的に記入してください。）

　　　　上記のとおり申し立てます。

　　　年　　　　　月　　　　　日

申立者氏名

第三号書式

　
    フ リ ガ ナ

  （次の該当する番号に○印をつけてください。）

　　 この家族は、公務員（私）と

  （(2)に○印をつけた方は、下の〔　　〕欄に公務員との間の生活上の依存関係

  （仕送りなど）について具体的に記入してください。）

加給の原因となる家族の生計関係申立書

加 給の 原因
と な る 家 族
の 氏 名

申立者氏名

　　　　上記のとおり申し立てます。

　　　年　　　　　月　　　　　日

　(1)　同居している。

　(2)　別居している。
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則
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す
る
。


